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八王子市斎場施設第 4待合室の使用変更について（通知） 

 

日頃より、本市斎場運営に格別なるご理解とご協力をいただき、誠に感謝申し上げます。 

 斎場施設（第４待合室）の利用方法の変更をしましたので、お知らせいたします。 

 また、通知後はご自由にご利用できますので、有効にご使用ください。 

つきましては、下記のとおりといたしますので、ご理解・ご協力を賜りますよう、お願い申しあ

げます。 

 

 

記 

 

 

【斎場待合棟第 4待合室の利用について】 

  ・救護スペース（ベッド設置） 

  ・ベビーベッド設置 

  ・僧侶・住職等控えスペース 

  ・葬儀関係者休憩スペース 

  ・運転手控えスペース 

  ・斎場従業員休憩スペース など 

【使用開始時期】 

   通知後（6月 3日から） 

 

※葬儀関係者・斎場従業員等の休憩・控えスペースとしますので、体調が悪い方以外の一般来

所者の使用はできません。 

※パーテーションは手配しておりますので、しばらくの間は現状の配置でご使用ください。 

 

 

 

 

 
【問い合わせ先】 八王子市斎場事務所 

電話 ０４２－６６４－５７０７ 

FAX ０４２－６６２－９６７２ 


